
信託付き保険の活用 

 

はじめに 

  

以前の相続ニュースでは、家族信託や信託活用

方法について詳しく説明をいたしました。 

現在、保険と信託を組み合わせた保険商品が開

発されて話題になっています。 

 

保険は出口が大事 

 

自分の死後に「保険金を残して家族を守る」と

いうのが保険の役割です。 

信託と保険を組み合わせたサービスは、「いく

ら保険金を残し、そして、どのような方法・期間

で、その保険金を残された家族に渡していくか」

という保険金の使い道を事前に設計することが

できます。 

今後、このようにただお金を残すのではなく、

細かなお金の渡し方をして指定することができ

る信託付き保険がトレンドになるでしょう。 

 

 

 

 

一般家庭にまで普及 

 

 信託銀行は、富裕層しか馴染みがありませんが、

信託付保険は、手数料が数千円、数万円でできる

ものが登場して、一般家庭でも使えるサービスに

なってきています。相続トラブルは、遺産総額 500

万円以下でも頻繁に発生すると言われています。 

 一般家庭もトラブル防止を真剣に考えなけれ

ばなりません。 

 

おわりに 

  

子どもが成人するまでは、子どもに毎月一定額

の保険金を振り込み、子どもが成人した後は、自

分の兄弟に毎月一定額の保険金を振り込むとい

うふうに、遺族のライフステージごとに、保険金

を有効に渡すことができます。保険金をただ残す

ことにより、トラブルの種になる心配もあります。 

渡し方まで決めることができると、さらに安心

を買うことができるということを覚えておいて

下さ。 
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